


交通事故防止のために出来る行動

高齢ドライバーによる交通事故

●主な交通事故の原因

●交通事故対策
不測の事態に対応ができるように、周囲の状況をよく観察し、ペダルの踏み間違いがないように
慌てず確かめて運転するようにしましょう。また、ペダルの踏み間違いを無くすために、「ペダル踏
み間違い時加速抑制装置」や「自動ブレーキ」を搭載した車を選ぶのも、1つの手段となります。

高齢化社会の現代において、免許を保有する高齢ドライバーの割合も増え続けています。
個人差はあるものの、年齢とともに身体能力が低下し、運転技術も少しづつ衰えていくでしょう。
それに伴い、高齢運転者による交通事故も増加傾向にあります。

自動車やバイク、自転車の乗車中や歩行中に限らず、交通事故を防止するための5つの行動が
あります。それはとても簡単で、簡単だからこそ油断してしまわれる方も多くいらっしゃるかと思い
ます。

実際に5つの行動をみて、「こんな簡単なこと…？」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。
車の通りが多い場所や死角になっている曲道など、事前に起こり得る危険を予測する必要があ
りますよね。そういった道路には、必ず「止まれ」の標識があります。
その時必要な行動は、速度を落とし、一時停止して見るという安全確認が必要です。また、横断
歩道などがある場所では、しっかりと安全が確保されるまで人や車が通過するのを待ち、再度確
かめてから出発する必要があります。

5つの行動は、簡単なことだからこそ見落としがちです。
改めて意識して、行動していきましょう。
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[Q] 交通事故を起こしたら、加害者はどうするべきですか？

[A]

法律で定めているのは以下の3点です。

●負傷者の救護

●道路上の危険の除去
他の通行車両や歩行者に二次災害が発生しないように処置します。

●警察への報告
最寄りの警察署（交番、駐在所）の警察官に、事故を報告します。

交通事故の基礎知識[行うべき措置について]

事故発生時に加害者が行うべき措置は、法律に定められた義務です。道路交通法（72条1項前段）
には「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車
両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなけれ
ばならない。」（原文まま）とされています。

必要があれば近くの病院に運ぶとともに救急車の手配などを求めま
す。救護措置をとらずに現場を立ち去ると、ひき逃げ（救護義務違
反）となり処罰されます。

現場の道路状況、衝突地点、停車位置、被害者の転倒地点、事故車両の破壊状況など、事故状況の
証拠の収集しておきましょう。これが今後の手続きに役に立ちます。目撃者がいる場合は、その住
所、氏名、連絡先など話を聞いておくことも大切です。カメラなどがあれば撮影しておくのも有効
な方法です。保険会社への通知も忘れてはいけません。通知を怠ると、保険金が支払われない場合
もあります。保険契約を締結している保険会社の対応窓口か、その取扱い代理店に対し、すみやか
に連絡を入れましょう。

直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止
する必要があります。



▶負傷者の救護と道路上の危険の除去
(1)運転の停止
ただちに自動車の運転を停止し、人や物に対する被害状況を確認しなければなりません。
(2)負傷者の救護

(3)道路における危険の防止

▶警察への報告

(1) 事故発生の日時と場所
(2) 死傷者の数と負傷者の負傷の程度
(3) 損壊した物と損壊の程度
(4) その交通事故にかかわる車両などの積載物
(5) その事故についてとった措置

▶事故状況の証拠の収集

負傷者の救護や道路における危険防止の措置が終わったら、運転者などはただちに最寄りの警察署
（交番、駐在所でもよい）の警察官（現場に警察官がいればその警察官）に、次の5つの事項を報
告しなければなりません（道路交通法72条1項後段）。

もっとも憲法38条1項によって、何人も自己に不利益な供述は強要されませんから、運転者に過失
があることまで報告する義務はありません。この報告は電話で行ってもかまいませんが、この報告
を怠ると処罰されます。

交通事故は、加害者の一方的過失で起こるだけでなく、被害者の過失や、両者の過失の競合あるい
は道路の欠陥などが原因となって発生することが少なくありません。このような場合、加害者に対
する刑事責任や民事責任（損害賠償の請求など）の追及などに備えて、被害者側の過失あるいは道
路の欠陥などを立証する資料を収集しておくことは重要です。そのためには、現場の道路状況、衝
突地点、停車位置、被害者の転倒地点、破片の散乱状況、事故車両の破壊状況などの写真を撮った
り、スリップ痕の位置や長さを測定したり、図面を作成するなどして記録しておくと大変役に立ち
ます。また事故の目撃者がいる場合は、その住所、氏名、連絡先、目撃内容などをメモしたり、話
をテープにとっておくことなども効果的です。

負傷者がある場合はただちに救護し、必要があれば近くの病院に運び、救急車の手配などを求めな
ければなりません。これらの救護の措置をとらずに現場を立ち去りますと、運転者はひき逃げ（救
護義務違反）となり、処罰されます。運転者が被害状況を確認しなかったため、負傷者のいること
を知らずに現場を立ち去った場合、あるいは運転者自身の判断で、負傷は軽微であるから救護の必
要はないとして現場を立ち去った場合でも、ひき逃げ事故として同様に罰せられますから、事故を
起こしたときは必ず負傷者の有無を確認すべきです。なお、被害者が死亡している場合は、遺体を
いつまでも路上に放置せず、手厚く安全な場所に移動しておくべきでしょう。

交通事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動したり、接近してくる他の自動車に事故
の発生を知らせるなど、道路における危険防止の措置をとらなければなりません。なお、この場
合、後に事故現場がわからなくなることのないよう配慮する必要があります。



■保険のためと割り切ってお互いの身元を確認

■メモがない場合は、携帯電話やスマートフォンを活用する

■交通事故の相手の免許証の写真を撮るのは失礼？

■名前も連絡先も教えてくれない場合は？

いずれ警察官が到着するので無理矢理聞き出す必要はありません。
車や車両ナンバーをメモしたり携帯電話やスマートフォンで撮影したりしておきましょう。

名前と連絡先を聞いたとしても、その後警察の聴取を受けたり病院に行ったりしている間に忘れて
しまっては意味がありません。
メモを取って確認すべきですが、車にメモとペンを備えている運転者は少ないでしょう。
メモを取れない時は、携帯電話やスマートフォンの録音機能を利用して、後で聞き直せるようにし
ておくか、メールに記載して自分のアドレスへ送信しておきます。

日常的なメモとしてスマートフォンのカメラ機能で写真を撮影する方は少なくありません。
相手の免許証の写真を取っておけば、正確な情報を押さえておけるのは事実です。
互いの合意さえ取れれば、スマホのカメラ機能を利用して、相手の免許証の写真を撮っても失礼に
はあたりません。

ただし、個人情報を含む免許証を撮影されることを嫌がり、事故の相手とトラブルになることも考
えられます。

交通事故の当事者となってしまえば、人身事故または物損事故にかかわらず、加害者は被害者に損
害賠償を行う必要があるため、連絡先を交換するのが当たり前です。
しかし中には自分の名前を明らかにしたくない人も存在します。

事故直後で気が動転して、自分が事故を起こしたと認めたくないと混乱しているのかもしれませ
ん。
あるいは、業務中に事故を起こしてしまい、会社に知られたくない、または免許取り消しはなんと
しても避けたいなどの事情が考えられます。

念のため、免許証を見せてもらったり、名刺をもらったりして聞き間違いがないか、本当に聞いた
名前で合っているのか確認しておくのも大切です。

事故直後は、どちらが加害者か被害者かが明確でない場合もあります。
自分の過失だと思い込んでいても、実は相手が交通違反を起こしている可能性もあります。
どちらにせよ、後に示談交渉をしなければなりませんから割り切って、名前と連絡先を交換しま
しょう。

交通事故の相手の身元を確認する

最初に、事故の相手の身元を確認しましょう。
人生に一度あるかないかの交通事故に巻き込まれたとき、相手と冷静に話をするの
は難しいかもしれませんが、まずは落ち着いて双方の名前や住所、電話番号やメー



■事故直後の現場を撮影・画像に残すことで有力な証拠に

いずれにせよ

は、事故状況を示す重要な証拠となるので、しっかりと撮影しておいた方が良いでしょう。

■証拠隠滅を図る加害者への対応

スマートフォンで動画撮影し、きっちりと不正行為を記録しておきましょう。

▶保険会社への通知など
(1)ただちに事故発生の日時、場所および事故の概要を通知するほか、

救急車や警察官が到着する前に済ませておいた方が良いもう一つのポイントは、事故現場の記録で
す。
事故が起こった状況は基本的にそのまま記録しておくことが望ましいのですが、事故当事者は負傷
者救護と、危険防止措置という二次災害を防ぐための行動が義務付けられているため、実際の事故
後の現場とは違うかもしれません。

性質の悪い加害者は、タイヤのブレーキ痕を足で消そうとしたり、破片を除けたりして何気なく証
拠隠滅を図ることもあるようです。
このような行動を注意すると逆ギレされる可能性が高いため、加害者の行動を撮影しておくのもひ
とつの手段です。

(2)遅滞なく、書面をもって、（事故の状況/被害者の住所、氏名または名称/事故の状況について証
人となる者があるときは、その住所、氏名、名称/損害賠償の請求を受けたときは、その内容）を通
知しなければなりません。

正当な理由がなく、この通知を怠りますと、保険金が支払われないことがあります。対人事故の場
合には、事故発生の日から60日以内に、書面による上記（2）の通知がなされないと、原則として
保険金は支払われないので、注意を要します。なお、被害者の住所、氏名、連絡先のほか、被害者
側にも過失がある場合に、損害賠償を請求することになりますので、被害者の加入している自動車
保険も調べるべきでしょう。



★警察への通報後の待ち時間は意外と長い

ある程度の時間がかかると知っておくべきです。

★非常に重要な、事故当事者しかいない時間帯

通常の会話ができないような重傷を負っていた場合は、負傷者の救護を第一に行動してください。

また同じく令和4年の警察白書によると、令和3年中の110番通報後のリスポンス・タイム（通信指
令室が110番通報を受理し、パトカーなどに指令してから警察官が現場に到着するまでの所要時
間）は8分24秒と発表されています。

また事故発生の時間帯により交通事情も違い、事故が多発している時には遅くなることもあるで
しょう。

これらの数値は平均値であって、警察署の目の前で交通事故が起きれ
ばすぐに警察官が駆け付けるでしょうし、一方で人里離れた山中では
もっと長くなると考えられます。

交通事故が起こり、救急車や警察官が到着するまでの間、現場には事故の当事者と目撃者しかいま
せん。
交通事故当事者がこの時間をどう使うかでその後の事故処理や示談交
渉が順調に進むのか、あるいは紛糾してしまうのか、大きな違いが発
生します。

救急車や警察官が到着するには何分かかる？

総務省が発表している令和4年版「救急・救助の現況」によると、令和3年中の救急車の現場到着所
要時間は9.4分。

長崎県･･･消防防災年報より
現場到着平均所要時間 8.9分


